
  (様式３) 目的設定表( 年度） 予算区分： 要求区分： 確定日（ 年 月 日）

事業ｺｰﾄﾞ 政策コード 政 策 名
施策コード 施 策 名

事 業 名
指標コード 施策目標(指標)名

(tel) 担当者名部 局 名 課 室 名 班名 担当課長名
事業年度 年度 評　　価　　対　　象　　事　　業　（　計　画　）　の　　内　　容 ～ 年度

３．事業目的（どういう状態にしたいのか）１．事業立案の背景(施策目標の達成のために今なぜこの事業が必要なのか)

(重点施策推進方針との関係） 重点事業として要望 その他事業として要望

４．目的達成のための方法

 ①事業の実施主体
２．住民ニーズの状況

 ②事業の対象者･団体①ニーズを把握した対象
受益者 一般県民 （時期： 年 月）  ③達成のための手段

②ニーズの把握の方法
アンケート調査 各種委員会及び審議会 ヒアリング インターネット
その他の手法 （具体的に )

③ニーズの具体的内容

 ④比較した代替手段及び選択した手段の有効性

◎把握してない場合の理由及び今後の方針

 ①理由

 ②今後の方針

５．事業の全体計画及び財源 単位(千円)

事 業 内 訳 左　　の　　説　　明 年度 年度 年度年度 年度 年度 全体(最終)計画順位

財源内訳 左  の  説  明

国 庫 補 助 金

県　　　　　債
そ　　の　　他
一 般 財 源

令和 3年度当初予算令和03 通常 令和03 01 26
0303030504 新時代を勝ち抜く攻めの農林水産戦略

03 秋田米の戦略的な生産・販売と水田フル活用水田作付転換緊急推進事業
水田フル活用による自給力の向上05

農林水産部 水田総合利用課 調整・水田計画班 1783 藤村　幸司朗 福田　秀樹

令和03 令和06

　新型コロナウイルス感染症の影響により、業務用米の消費が低迷するなど、令和３年産米は、極め 　コロナ禍等により、主食用米の需給緩和が見込まれることから、飼料用米への作付転換を促進する
て厳しい需給環境となっており、米価の大幅な下落が懸念されることから、過去最大規模の作付転換 ため、産地交付金の交付額が想定を上回った場合でも助成金の水準が維持される仕組みを構築する。
を進める必要があり、国では、県が転換拡大に取り組む生産者を支援する場合、県と同額交付する措 ��本事業で飼料用米の交付単価が確かなものとなることにより、作付転換に向けた経済的インセンテ
置を創設したところである。これを受け、本県でも飼料用米への作付転換を支援し、農業経営の安定 ィブが働き、飼料用米の作付が拡大するとともに、水田農業経営が安定化する。
を図る必要がある。

● ○

地域農業再生協議会

生産者

■ □ R02 11

　飼料用米に作付転換を行う生産者に対し、拡大した面積に応じて、国の産地交付金の県推進枠（作
□ ■ □ □ 付拡大への緊急助成）と合わせて主食用米と同程度の収入が確保されるよう助成金（水田作付転換面

□ 秋田県農業再生協議会臨時総会 積支払）を交付する。※国は、県と同額を対象者に直接交付。

　飼料用米等の非主食用米の作付拡大が進まない理由として、主食用米と比較して手取りが低いこと
が主な原因であり、作付転換に向けた経済的インセンティブが働くよう、非主食用米の所得が、主食

主食用米からの作付転換に向けた経済的インセンティブになるものとして、令和３年度から、新たに国の産地交付金の制度用米と遜色のない水準となるよう制度の見直しをしてほしいとの要望があった。
（都道府県連携助成）が創設されたことから、この制度の円滑な活用が有効である。

0 80 3 0 4 0 60 5 0 7

水田作付転換緊急推進 主食用米からの作付転換を行う生産者に対し、一定の要件を満たした場合に助成金を交付
01 する。      43,450      43,450      43,450           0     43,450           0       173,800

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

      173,800     43,450      43,450           0           0     43,450     43,450

                                                                               

                                                                               

                                                                               

     43,450      43,450      43,450           0           0       173,800     43,450



６．事業の効果を把握するための手法及び効果の見込み

事業の期待
される成果

指標名 指標の種類

成果指標
指標式

業績指標

①年度別の目標値（見込まれる成果による指標）指
標
Ⅰ

指　標 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 最終年度

目標a
実績b ②データ等の出典

東　北
全　国

③把握する時期 当該年度中 月 翌年度 月 翌々年度 月

指標名 指標の種類

成果指標指標式
業績指標

①年度別の目標値（見込まれる成果による指標）指
標
Ⅱ

指　標 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 最終年度

目標a
実績b ②データ等の出典

東　北

全　国

③把握する時期 当該年度中 月 翌年度 月 翌々年度 月

◎指標を設定することができない場合の効果の把握方法
①指標を設定することが出来ない理由

②見込まれる効果及び具体的な把握方法(データの出典含む)

事業の必要性

現状の課題及び施策目的に照らした事業の必要性

住民ニーズに照らした事業の必要性

事業の県関与の必要性
法令・条例上の義務 内部管理事務 県でなければ実施できないもの

民間・市町村で実施可能であるが、県が関与する必要性が認められるもの
政策評価委員会意見 重点事業の適合及び指標・目標値の適合性判定

重点事業 その他

飼料用米の作付拡大

飼料用米の作付面積（ha）

●主食用米の需給トレンドにより、転作品目である飼料用米目標（Ｒ５）を設定

○。��Ｒ３～５を均等按分して目標設定。

01 0 2 03 04 0 5 0 6 0 7
     2,007     2,397     2,787     3,177                    3177                    

     1,597     1,617

    23,028    22,604県水田総合利用課調査（需給動向調査）、国公表資料（全国及び都

道府県別の作付状況）    70,883    72,509

● ○ ○0 2

○
○

0 40 1 0 2 0 3 0 5 0 6 0 7
                                                                                   

                    

                    

                    

○ ○ ○

主食用米の需要が大幅に落ち込み、米価下落が懸念されることから、本事業の実施により
作付転換を推進し、県産米の持ち越し在庫量の縮減を図り、販売環境の改善につなげると
ともに、水田農業経営の安定化への道筋を付ける必要がある。

主食用米の需要が落ち込み、令和３年から令和４年産米にかけて、米価が大幅に下落する
可能性があるため、生産者の不安を払拭していくことが必要である。

■□ □
□

国の産地交付金の都道府県連携助成の新メニューに対応するものであり、県で事業化する
必要がある。

○ ○


